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出席者 

委員長：助役 

委 員：総務課長、企画財政課長、建設水道課長 

事務局：総務班主査 

◎協議事項 

１ 指名業者の選考について 

 委 託 

 ≪建設水道課関係≫ 

  ①下水道台帳補正業務委託 

 建設水道課長：業務概要等について説明 

 全体：指名選考業者について協議、決定する。 

 事務局：日程については、12／27 指名通知、1／16 入札 

     上記予定を説明し、確認する。 

 

２ 公共工事の入札・契約に係る改善策について 

 事務局：これまでの協議、地元業者への説明会等を踏まえ、別紙のとおり、改善策を

   まとめ、関係例規等の改正案をまとめた。内容を説明する。 

 委員長：改善策の概要は、これまでの協議を基にまとめられているので、概ね共通理

   解は、得られていると考える。 

    改善策の運用に当たり整理しておく課題を中心に協議が必要。 

    改正例規ごとに協議することとする。 

 全体：・競争入札参加資格関係事務処理要綱の一部改正については、事務局案で良と

   する。 

   ・競争入札参加資格関係事務取扱要領の一部改正については、事務局案で良とす

   る。 

   ・指名基準の一部改正については、地元業者、町内に事業所等を有する業者の優

内 容 

   先規定のあり方や、指名業者数のあり方等、再協議を要する。 



   ・ダンピング防止マニュアルの制定については、「調査基準価格」「最低制限価格」

   を必要に応じて設定するよう修正することで、事務局案を良とする。 

   ・財務規則の一部改正については、事務局案で良とする。 

   ・建設工事施工規則の一部改正については、事務局案で良とする。 

   ・入札執行事務処理要領の一部改正については、指名基準の一部改正における再

   協議とあわせて、再協議を要する。 

 委員長：再協議を要する課題もあるので、新年早々に、指名委員会を開催するよう事

   務局で日程調整願いたい。各委員は、再協議に向けて、各自の意見を整理してお

   くこと。 

 

〔会議終了：１１時１５分〕 

 

 

 

 

 


